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・人口 155,008人（令和５年５月末現在）
・面積 331.50平方キロメートル
・位置 栃木県の南部に位置し、東京から鉄道、高速道路共に約1
    時間の距離であり、茨城、栃木、群馬、埼玉の4県の県境  
    が接する稀有な地域
・交通 南北には東北縦貫自動車道、東西には北関東自動車道が通  
    り、物流の効率化や地域経済の発展に貢献する交通の要の
    地域
・地勢 西に三毳山と岩船山、中央には太平山と山々がそびえ、渡
    良瀬川、思川、巴波川などの豊かな河川が市域を流れてい
    る。南部にはラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水
    地が広がり、特別天然記念物であるコウノトリも多く飛来
    し、令和２年5月に東日本で初めてのヒナが誕生している
・歴史 中心部は、かつて日光例幣使道の宿場町として、また、 
    江戸からの舟運により、物資の集散地として栄えた町であ
    り、伝統的な街並みや集落の景観の残る栃木市嘉右衛門町
    伝統的建造物群保存地区は、国選定重要伝統的建造物群保
    存地区に指定されている
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環境像
「豊かな自然と歴史 みんなでつなぐ 環境都市とちぎ」
 
 「自然環境」、「生活環境」、「地球温暖化対策」、「気候変動対策」の各分野の取り組み
が、各主体の参加の下で統合的に推進され、健全で恵み豊かな環境が身近な地域から地球規模
にわたって持続可能な形で強く未来へとつながっていく社会を目指す。

基本目標
 １ 人と自然が共生する栃木市
 ２ 安心して快適に暮らせる栃木市
 ３ 地球温暖化対策を推進する栃木市
    ～地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～
 ４ 気候変動適応を進める栃木市
    ～地域気候変動適応計画～

（とちぎ秋まつり）
2



・第１次栃木市環境基本計画の計画期間が令和５年３月まで
・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（旧栃木市エコオフィス実
 行計画）の計画期間が令和５年３月まで
・新たに、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び地域気候変動
 適応計画の策定
・第２次栃木市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画（区域施策
 編）、地域気候変動適応計画を一本化し作成
・外注せず、栃木市の現状をよく研究し自前による作成
・表紙には、渡良瀬遊水地のヨシを一部原料とした紙を使用
・市民にもわかりやすい計画を！
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環境基本計画推進会議
（庁内組織）

市 長

環境づくり市民懇談会
（市民でつくる組織）

協力

連携

環境基本計画改定検討委員会
（庁内ワーキンググループ）

環境審議会

諮問

答申
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5

計画案の
検討

環境審議会
● ● ●

市民懇談会
● ●

推進会議
● ● ● ●

庁内検討委
員会

● ● ●

庁議
● ● ●

市議会
●

パブリック
コメント

製本
●

令和3年度 令和4年度

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
項　　目 備　　考

(策定方針等説明)

(計画案・パブコメ説明)

(計画案・パブコメ検討) (計画策定)

(契約検査課見積依頼) (発注期間)

(計画素案検討) (パブコメ後修正)

(パブコメ・広報)

(計画素案検討)(策定方針等説明（骨子案）) (計画案策定 )

(計画案策定)(計画素案検討)(策定方針等説明)

(計画（素案）説明、作成) (計画（案）全体検討)

(計画への意見交換) (パブコメ結果報告)

(パブコメ結果報告)



第２次栃木市環境基本計画抜粋
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・何から手を付けたらよいのか

・必要なデータや情報をどのように取得するのか

・計画に記載が必要な項目は    など

         ↓

            まず、県に相談してみよう！
（栃木市文学館）
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県に協力いただいた計画策定に向けての支援

・計画策定に流用できる県の気候変動適応計画の提供

・気候情報など必要なデータなどの提供

・計画に記載が必要な項目などの資料の提供

・策定に役立つサイト等の紹介

・計画の記載内容の確認

・とちぎ気候変動対策連携フォーラムへの参画 など
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・自治体排出量カルテ
・気象庁（過去データ検索）
・栃木県の気候変動適応計画
・A-PLAT（気候変動適応情報プラットフォーム）
・環境省ウェブサイト「COOL ＣＨＯＩＣＥ」 
 など

・近年の多くの環境問題は、広範囲に影響を及ぼす事案が多く見受けられ
 るため、令和3年度より近隣の自治体（下都賀地区）と意見交換を目的 
 とした組織を立ち上げ。お互いの問題を共有することで、新たな政策の
 立ち上げや連携した要望活動、環境施策の加速化の効果。
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特定外来生
物への対応

ごみ処理・
リサイクル

再生可能
エネルギー

狂犬病予防
接種

景観

生活環境
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気候変動
適応策

地球温暖化
対策

栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町
（順不同）

様々な問題を自治体の垣根
を越えて問題解決に向かっ
て意見交換



気候変動適応計画は、事業スケールが大きいため、職員の
イメージが共有しにくい。

↓

栃木県地球温暖化防止活動推進センターから、気候変動に
かかる普及啓発DVDを借用し、職員に対する普及啓発を実
施。計画策定に向けての共通認識の形成。
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市域内において、地球温暖化が起因してると考えられる問題
栃木市における直近の大きな2つの水災害（住宅）

 ・平成２７年９月関東・東北豪雨による被害
  死者1名 負傷者1名
  住宅全壊3棟、大規模半壊8棟、半壊75棟、一部損壊3棟
  床上浸水635棟、床下浸水1,990世帯 など

 ・令和元年東日本台風(台風第19号)による被害
  死者1名 重傷者２名
  住宅全壊14棟、大規模半壊96棟、半壊2,751棟、一部損壊（準半壊）329棟、
  一部損壊（10％未満）4,813棟
  （参考）床上浸水3,961世帯、床下浸水4,016世帯、土砂災害等26世帯 など
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（平常時）

渡良瀬遊運動公園南側出入口付近

（令和元年東日本台風(台風第19号)時）
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（平常時）

渡良瀬遊水地北エントランス

（令和元年東日本台風(台風第19号)時）
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（平常時）

渡良瀬遊水地北エントランス北側付近

（令和元年東日本台風(台風第19号)時）
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栃木市では、水災害に対する対策が急務
 →県などと連携し河川の整備や貯水機能の向上に向けて事業を実施
 →栃木市の基幹産業でもある農業と連携した「田んぼダム」の整備の推進（環境指針として目標値 
  を設定（令和14年度目標値：整備面積５８８ha））
 →2019年の東日本台風で約1億6千万立方メートル（東京ドーム130杯分）の貯水効果を発揮し、
  下流域の水害を防いだ渡良瀬遊水地の重要性を再確認

他の必要な対策の抽出
 →短時間豪雨や渇水等の増大に伴う農地被害への対策
 →間伐などの森林整備の実施による土砂災害防止等の森林の公益的機能の維持
 →国・県との連携による河川の治水機能の維持及び向上、河川防災情報・洪水予報の適切な運用等
  の防災対策の推進
 →災害廃棄物等を適正かつ円滑に処理できる強靱な廃棄物処理システムの構築
 →熱中症の情報提供及び注意喚起、特に熱中症にかかりやすい小児や高齢者等への声掛け・見守り
  活動の強化対策 、熱中症予防行動の普及啓発
 →光化学スモッグ注意報等の発令情報の関係機関や市民・滞在者への速やかな情報伝達と注意喚起
 →暑熱による生活環境への影響の把握と対策 など
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これらを踏まえ地域気候変動適応計画を策定

   １ 農林水産業分野

   ２ 自然環境分野

   ３ 自然災害分野

   ４ 水環境分野

   ５ 健康分野

   ６ 産業活動分野

   ７ 市民生活分野

さらに

「気候変動影響による被害を回避・
軽減するばかりでなく、気候変動を
チャンスと捉え、本市の強みを活か
した適応策・適応ビジネス等を促進
し、気候変動時代においても本市の
産業等が成長していくことが必要」
     （第２次栃木市環境基本計画より）

７
つ
の
取
り
組
み
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メリット
 ・市職員や市民等の気候変動適応策への意識向上
 ・検討する必要のある課題の見える化
 ・市・市民・事業者の共通認識の共有化
 ・気候変動への対策を市全体の問題ととらえ、対策の推進に
  よる地域経済の活性化及び温室効果ガス削減に向けた設備
  投資による維持管理、電気代等の固定費削減の推進
   
課題
 ・計画のさらなる普及促進
 ・事業者の脱炭素化、業務継続能力の向上
  →栃木市の事業者等と連携し、脱炭素に向けたネットワーク構築
   を検討中
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結びに、

栃木市は、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)及び地域
気候変動適応計画を含めた「第２次栃木市環境基本計画」
に基づき、多様化する環境問題に対応し、安全・安心で持
続可能な地域づくりを目指します。
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ご清聴ありがとうございました。


